
令和５年度ものづくり産業分野人材確保支援事業（専門家派遣・成功事例創出） 

委託業務処理要領 

 

 

１ 目  的 

  この要領は、委託者が受託者に委託するものづくり産業分野人材確保支援事業（専門家派遣・成功

事例創出）委託業務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 業務目的 

本道企業の自動車関連産業や食関連機械産業等への参入を促進するため、大手自動車メーカーが

求めるＱＣＤ（品質向上・コスト低減・納期短縮）対応力や、食品メーカーにおける品質管理・生

産工程改善などへの対応力を課題とする企業個々に応じた専門家を派遣し、その解決に向けた企業

の取組をきめ細かく支援する。 

また、経営者の参入意欲喚起を図り、道内ものづくり産業の競争力の底上げにつなげるため、こ

うした専門家の派遣により、新規参入や生産性の向上、販路拡大等につながった事例を広く普及す

る成果発表会を開催し、良質な正社員雇用の創出及び定着を図る。 

 

注） 「正社員」とは、非正規雇用者（期間の定めのある労働契約を締結する労働者、派遣労働

者、１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時

間を下回るものとして雇用される労働者、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに

定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度が適用されていない労働者

を指す。）を除いた労働者を指す（この注意書きで記載する「通常の労働者」を指す。）。 

  注） 「良質な正社員」とは、厚生労働省が「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」で示す要

件（就労期間における所定内給与額の１ヶ月当たりの平均が 20万 2,500円以上であること

及び月平均所定外労働時間が 20時間以下であること）を満たす正社員を指す。 

     なお、当該要件は単年度における１ヶ月あたりの平均値であり、雇用開始時点から毎月、

当該要件を満たすことを事業者に求めるものではない。 

 

３ 業務内容 

（１）支援体制の整備 

道内ものづくり企業の状況に精通し、支援案件の把握から技術的な見地による、専門家の選定・

派遣、成果発表会開催まで一連の事業全体をマネージメントできる者を配置する。 

（２）課題の把握、派遣先の選定 

ア 課題の把握           

自動車関連産業や食関連機械産業等への参入に必要なＱＣＤに向けた生産管理技術や、企画

提案力の強化等に意欲のある道内企業を把握する。 

事業の周知を積極的に行い、新たな課題の把握に努める。 

イ 派遣先の選定 

    派遣先の選定にあたっては、課題が事業に適合しているか、事業により効果が見込まれるか

等について総合的に検討を行い、また過去の本事業利用実績が少ない企業を優先すること。 



（３）専門家の選定・派遣 

ア 専門家の登録 

鋳造や機械加工などの技術分野や、カイゼン等の生産管理、品質管理など生産技術分野ごと

に専門家を登録する。新たな分野の専門家の派遣が必要なときは、随時追加登録を行う。 

イ 専門家の派遣 

    課題に応じた分野の専門家を選定・派遣し、技術的な観点から参入等にあたっての課題の洗

い出しや解決に向けた効果的な指導・助言を実施する。 

（対 象） 次の①及び②に所在するものづくり企業から概ね８社ずつ選定する。 

   ① 空知・石狩・上川・留萌・宗谷（総合）振興局管内 

    ② 後志・胆振・日高・渡島・檜山・オホーツク・十勝・釧路・根室（総合）振興局管内 

  （企業数） １６社程度 

  （回 数） １社あたり８回程度 

        訪問による指導は８回程度とし、必要に応じてリモートやメール等を活用する。 

（４）成果発表会の開催         

上記（３）の専門家派遣により、新規参入や生産性の向上、販路拡大等が図られた事例を道内

ものづくり企業に広く紹介し、経営者の意欲喚起を図るフォーラムを開催する。 

  （開催回数） １回 

  （場  所） 札幌市内 

  （実施内容） 開催時間は２時間程度、成果発表事例は４社程度とし、参加者が参考となるよう

な内容とすること。 

         会場開催及びオンライン開催を併用し、より多くの企業等が参加できるものとし、

終了後は参加者へのアンケートを実施すること。 

(５) 事業実施報告書の作成及び提出 

ア 事業実施報告書 

    上記(１)から(４)の業務に関する報告書：紙媒体１部、電子媒体１部 

イ 提出期限 令和６年３月１日(金)まで 

（６）留意事項 

   上記（２）～（４）の実施にあたっては、新型コロナウイルス等の感染状況に応じて適切な措

置を講じること。 

本事業は「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」に基づく委託業務であることから、国の示

す「地域活性化雇用創造プロジェクト募集要領」等の関係規定を踏まえ実施するとともに、本事

業による良質な正社員雇用の創出の実績が求められることに留意すること。また、原則として、

委託経費の50％以上を人件費（給与、謝金）に充てる必要があること。 

 

４ 成果目標 

アウトカム目標：良質な正社員の雇用 ５名以上 

 ※ 良質な正社員については、令和５年１１月末までに、４名以上の雇用を達成できるように努め

ること。 

 



５ 業務処理計画書について 

  受託者が、契約書第４条の規定に基づき提出する業務処理計画書は、次のとおりとする。 

   業務処理計画書（別記第１号様式） 

 

６ 実績報告等及び概算払について 

（１）受託者が、契約書第11条の規定に基づき提出する実績報告等については、次のとおりとする。 

    ア 実績報告書  （別記第２号様式） 

    イ 収支精算書  （別記第３号様式） 

（２）受託者が、契約書第13条の規定に基づき提出する概算払の請求書等は、次のとおりとする。 

    ア 概算払請求書（別記第４号様式） 

    イ 収支計画書 （別記第５号様式） 

 

７ 再委託について 

  次の要件を満たす場合は、契約書第３条ただし書に基づき再委託を行うことができるものとする。 

（１） 再委託をさせようとする第三者に受託者の総合的な管理・指導が及ぶとともに、技術的、経済

的能力から判断して、再委託させても契約の履行を確保するのに支障を来さないとき。 

（２）再委託させることの合理的理由があるとき。 

（３）再委託することにより、当該受託者を選定した理由に矛盾を生じるものでないとき。 

 

８ その他 

（１）業務の遂行にあたっては、企画提案の内容を基本として、道との連携に留意すること。 

（２）新型コロナウイルス感染症などの影響により委託業務の実施の中止や業務内容を変更する場合

がある。 


